
奈
良
県
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
八
月
二
十
三
日

奈
良
県
知
事
山
下

真

奈
良
県
規
則
第
十
一
号

奈
良
県
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条
こ
の
規
則
は
、
奈
良
県
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理
等
に
関
す
る
条
例
（
令
和

五
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
四
十
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
用
語
）

第
二
条
こ
の
規
則
で
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
地
域
住
民
等
）

第
三
条
条
例
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一
施
設
区
域
の
全
部
が
地
縁
に
よ
る
団
体
の
区
域
に
含
ま
れ
る
場
合
は
、
当
該
地
縁
に
よ
る
団
体

の
区
域
に
隣
接
す
る
地
縁
に
よ
る
団
体
の
区
域
に
居
住
す
る
者

二
施
設
区
域
の
一
部
が
地
縁
に
よ
る
団
体
の
区
域
に
含
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
施
設
区
域
の
残
部
が

地
縁
に
よ
る
団
体
の
区
域
に
含
ま
れ
な
い
場
合
は
、
当
該
施
設
区
域
の
一
部
が
含
ま
れ
る
地
縁
に

よ
る
団
体
の
区
域
に
隣
接
す
る
地
縁
に
よ
る
団
体
の
区
域
に
居
住
す
る
者
並
び
に
当
該
施
設
区
域

の
残
部
が
含
ま
れ
る
町
又
は
字
の
区
域
に
居
住
す
る
者
及
び
当
該
町
又
は
字
の
区
域
に
隣
接
す
る

地
縁
に
よ
る
団
体
の
区
域
に
居
住
す
る
者

三
施
設
区
域
の
全
部
が
地
縁
に
よ
る
団
体
の
区
域
に
含
ま
れ
な
い
場
合
は
、
当
該
施
設
区
域
が
含

ま
れ
る
町
又
は
字
の
区
域
に
居
住
す
る
者
及
び
当
該
町
又
は
字
の
区
域
に
隣
接
す
る
地
縁
に
よ
る

団
体
の
区
域
に
居
住
す
る
者

（
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
に
係
る
土
地
の
形
質
の
変
更
）

第
四
条
条
例
第
五
条
及
び
第
六
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
土
地
の
形
質
の
変
更
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
切
土
で
あ
っ
て
、
当
該
切
土
を
し
た
土
地
の
部
分
に
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
崖
を
生
ず

る
こ
と
と
な
る
も
の

二
盛
土
で
あ
っ
て
、
当
該
盛
土
を
し
た
土
地
の
部
分
に
高
さ
が
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
崖
を
生
ず

る
こ
と
と
な
る
も
の



三
切
土
と
盛
土
と
を
同
時
に
す
る
場
合
に
お
け
る
盛
土
で
あ
っ
て
、
当
該
盛
土
を
し
た
土
地
の
部

分
に
高
さ
が
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
崖
を
生
じ
、
か
つ
、
当
該
切
土
及
び
盛
土
を
し
た
土
地
の
部
分

に
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
崖
を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
も
の

四
前
三
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
切
土
又
は
盛
土
で
あ
っ
て
、
当
該
切
土
又
は
盛
土
を
す
る

土
地
の
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

（
許
可
を
要
し
な
い
場
合
）

第
五
条
条
例
第
六
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
新
設
又
は
増
設
を
し
よ
う
と

す
る
太
陽
光
発
電
施
設
が
、
太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル
と
一
体
と
な
っ
た
照
明
の
設
備
、
防
犯
カ
メ
ラ

そ
の
他
の
小
規
模
な
設
備
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

（
設
置
許
可
申
請
書
等
）

第
六
条
条
例
第
七
条
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
設
置
許
可
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

２
条
例
第
七
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
図
面
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
位
置
図
、
区
域
図
及
び
配
置
図

二
土
地
の
平
面
図
及
び
断
面
図
（
土
地
の
形
質
の
変
更
を
伴
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
の

場
所
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
に
限
る
。
）

三
現
況
写
真

四
擁
壁
の
構
造
図
（
第
九
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
擁
壁
を

設
置
す
る
と
き
に
限
る
。
）

五
排
水
施
設
の
平
面
図
（
第
九
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
排

水
施
設
を
設
置
す
る
と
き
に
限
る
。
）

六
維
持
管
理
及
び
保
守
点
検
に
関
す
る
計
画

七
連
絡
体
制
に
関
す
る
計
画

八
廃
止
時
の
撤
去
に
関
す
る
計
画

九
太
陽
光
発
電
施
設
の
構
造
図

十
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
等
の
実
施
を
証
す
る
書
面
（
条
例
第
八
条
第
一
項
（
条

例
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
調
査
等
を
行
っ
た
場
合

に
限
る
。
）

十
一
地
域
住
民
等
に
対
す
る
説
明
会
の
実
施
記
録
（
条
例
第
九
条
第
一
項
（
条
例
第
十
一
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
説
明
会
を
開
催
し
た
場
合
に
限
る
。
）



十
二
第
九
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
届
出
の
状
況
に
関
す
る
書
類

（
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
を
す
る
場
合
に
限
る
。
）

十
三
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

３
条
例
第
七
条
第
十
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
太
陽
電
池
の
合
計
出
力
と
す
る
。

（
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
等
の
手
続
等
）

第
七
条
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
調
査
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
手
続
等
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
申
請
に
係
る
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
が
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）

第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業
に
該
当
す
る
場
合
（
同
法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
同
法
第
二
章
か
ら
第
九
章
ま
で
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
を
除
く
。
）
同
法
第
一
条

に
規
定
す
る
手
続
等

二
申
請
に
係
る
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
が
奈
良
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
奈

良
県
条
例
第
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業
に
該
当
す
る
場
合
同
条
例
第
一

条
に
規
定
す
る
手
続
等

三
前
二
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
騒
音
、
水
の
濁
り
、
土
地
の
安
定
性
、
反
射
光
、

生
態
系
、
景
観
等
の
環
境
の
構
成
要
素
に
係
る
項
目
ご
と
の
調
査
等
の
手
続
等
と
し
て
知
事
が
定

め
る
も
の

（
地
域
住
民
等
へ
の
説
明
等
）

第
八
条
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
置
等
計
画
及
び
説
明
会
の
実
施
状
況
の
概
要
の
公
表

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
会
の
開
催
に
当
た
っ
て
は
、
で
き
る
限
り
地
域
住
民
等

の
参
集
の
便
を
考
慮
し
て
開
催
の
日
時
及
び
場
所
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３
前
項
の
説
明
会
の
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
設
置
等
計
画
に
関
す
る
事
項

二
条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
等
の
結
果
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
適
正
な
配
慮

に
関
す
る
事
項

三
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
設
置
許
可
の
基
準
）

第
九
条
条
例
第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
施
設
区
域
に
条
例
第
六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
区
域
（
同
条
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る



区
域
を
除
く
。
）
が
含
ま
れ
る
場
合
（
条
例
第
五
条
に
規
定
す
る
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
の
場

合
に
限
る
。
）
は
、
当
該
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
を
す
る
森
林
の
現
に
有
す
る
土
地
に
関
す
る

災
害
の
防
止
の
機
能
か
ら
み
て
、
当
該
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
に
よ
り
当
該
森
林
の
周
辺
の
地

域
に
お
い
て
、
土
砂
の
流
出
又
は
崩
壊
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
水
準
を
満

た
す
も
の
と
し
て
知
事
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

二
施
設
区
域
に
条
例
第
六
条
第
四
号
に
掲
げ
る
区
域
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
当
該
申
請
に
係
る
太

陽
光
発
電
施
設
が
土
砂
災
害
に
よ
り
損
壊
し
、
県
民
の
生
命
又
は
身
体
に
著
し
い
危
害
（
当
該
太

陽
光
発
電
施
設
の
損
壊
に
起
因
す
る
建
築
物
若
し
く
は
工
作
物
の
損
壊
又
は
避
難
上
の
支
障
に
よ

っ
て
生
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

三
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
に
起
因
す
る
反
射
光
等
に
よ
り
、
当
該
施
設
の
周
辺
の
地
域
に
お
け

る
環
境
を
著
し
く
悪
化
さ
せ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

四
太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
支
持
す
る
工
作
物
の
構
造
等
の
安
全
を
確
保
す
る
措
置
並
び
に
太
陽

光
発
電
施
設
の
設
置
の
工
事
及
び
維
持
管
理
等
に
つ
き
適
正
な
水
準
を
満
た
す
も
の
と
し
て
知
事

が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

２
条
例
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
規
定
は
、
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
法

律
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
及
び
条
例
の
規
定
並
び
に
第
十
号
か
ら
第
十
二
号

ま
で
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
で
太
陽
光
発
電
施
設
の
敷

地
に
係
る
も
の
と
す
る
。

一
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
十
条
の
二
第
一
項

二
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
一
項

三
自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
三
十
三
条
第

一
項

四
地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

五
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三

十
五
条
の
二
第
一
項

六
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項

七
自
然
環
境
保
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
及
び
第
二
十
八

条
第
一
項

八
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
十
条
、
第
三
十
七



条
第
一
項
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項

九
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
五
号
）
附
則
第
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成

等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項

十
奈
良
県
立
自
然
公
園
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
十
月
奈
良
県
条
例
第
二
十
三
号
）
第
十
七
条
第
三

項
及
び
第
十
九
条
第
一
項

十
一
奈
良
県
自
然
環
境
保
全
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
二
号
）
第
二
十
三

条
第
四
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項

十
二
奈
良
県
砂
防
指
定
地
管
理
条
例
（
平
成
十
七
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
四
十
七
号
）
第
三
条
及

び
第
六
条

（
変
更
の
許
可
等
）

第
十
条
条
例
第
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更

二
施
設
区
域
の
縮
小

三
太
陽
光
発
電
施
設
の
出
力
又
は
太
陽
電
池
の
合
計
出
力
の
減
少

四
施
設
区
域
内
に
お
け
る
太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
面
積
又
は
数
の
減
少
そ
の
他
生
活
環
境
に
係

る
被
害
及
び
環
境
の
保
全
上
の
支
障
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
知
事
が
認
め
る
変
更

２
条
例
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次
に
掲
げ
る
事
項
と
し
、
同
項
に
規

定
す
る
申
請
書
は
変
更
許
可
申
請
書
（
第
二
号
様
式
）
と
す
る
。

一
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号

三
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
の
場
所

四
変
更
の
事
項
、
内
容
及
び
理
由

五
設
置
許
可
の
基
準
を
満
た
す
た
め
に
講
ず
る
措
置

３
条
例
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
図
面
等
は
、
第
六
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

図
面
等
の
う
ち
、
変
更
に
係
る
も
の
と
す
る
。

４
条
例
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
軽
微
変
更
届
出
書
（
第
三
号
様
式
）
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

（
工
事
の
届
出
）



第
十
一
条
条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
面
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
工
事
の
着
手
工
事
着
手
届
出
書
（
第
四
号
様
式
）

二
工
事
の
完
了
工
事
完
了
届
出
書
（
第
五
号
様
式
）

三
工
事
の
中
止
工
事
中
止
届
出
書
（
第
六
号
様
式
）

四
工
事
の
再
開
工
事
再
開
届
出
書
（
第
七
号
様
式
）

２
前
項
第
二
号
の
工
事
完
了
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
工
事
写
真

二
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
地
位
の
承
継
等
）

第
十
二
条
条
例
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
地
位
の
承
継
届
出
書
（
第
八
号
様
式
）

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
維
持
管
理
の
基
準
等
）

第
十
三
条
条
例
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
太
陽
光
発
電
施
設
及
び
擁
壁
、
排
水
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
工
作
物
に
つ
い
て
、
良
好

な
状
態
を
常
に
維
持
す
る
と
と
も
に
、
維
持
管
理
の
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

二
設
置
等
許
可
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
、
条
例
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
守
点
検
を
実

施
し
た
後
、
同
項
に
規
定
す
る
記
録
を
速
や
か
に
作
成
し
、
当
該
記
録
を
作
成
し
た
日
か
ら
起
算

し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
当
該
記
録
を
保
管
す
る
こ
と
。

三
施
設
区
域
若
し
く
は
そ
の
周
辺
に
お
け
る
土
砂
災
害
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
た
場
合
又
は
そ

の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
太
陽
光
発
電
施
設
の
損
壊
そ
の
他
の
施
設
区
域
の
危
険
な
状
態
に
起

因
す
る
生
活
環
境
に
係
る
被
害
及
び
環
境
の
保
全
上
の
支
障
（
以
下
「
太
陽
光
発
電
施
設
の
損
壊

等
に
起
因
す
る
支
障
」
と
い
う
。
）
の
発
生
の
防
止
に
必
要
な
対
応
を
速
や
か
に
講
ず
る
と
と
も

に
、
必
要
に
応
じ
、
地
域
住
民
等
及
び
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体
に
対
し
情
報
提
供
を
行
う
体
制

が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四
事
故
若
し
く
は
前
号
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
そ
の
他
の
災
害
に
よ
り
、
太
陽
光
発
電
施
設
の
損

壊
等
に
起
因
す
る
支
障
が
発
生
し
た
場
合
に
、
当
該
太
陽
光
発
電
施
設
の
復
旧
そ
の
他
施
設
区
域

に
係
る
危
険
の
除
去
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
速
や
か
に
講
ず
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
地

域
住
民
等
及
び
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体
に
対
し
情
報
提
供
を
行
う
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ



と
。

２
条
例
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
事
故
又
は
災
害
が
発
生
し
た
日
か
ら
起
算
し
て

三
十
日
以
内
に
、
事
故
等
報
告
書
（
第
九
号
様
式
）
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
前
項
の
事
故
等
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
位
置
図
及
び
配
置
図

二
事
故
等
状
況
写
真

三
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
）

第
十
四
条
条
例
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
明
書
は
、
身
分
証
明
書
（
第
十
号
様
式
）
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
）

第
十
五
条
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め

る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



第１号様式（第６条関係） 設置許可申請書                                    年   月   日   奈良県知事 殿                   申請者 住所                       氏名                          （法人にあっては、主たる事務所の所在地、                           名称及び代表者の氏名）                       電話番号  奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例 ☐第５条 の規定により、許可を申請 ☐第６条 します。  新設・増設の別 （該当する□にレ印を付すること。） ☐新設 ☐増設    既存施設の発電出力：         kW 太陽光発電施設の設置の場所及び設置区域の位置 （土地の地番は、全筆記入すること。）  設置区域の面積 ㎡ 太陽光発電施設の出力 kW 太陽電池の合計出力 kW 太陽光発電施設に係る事業の内容 及び当該事業の実施の予定の期間 売電（設備 ID      ）・自家消費・その他（          ）     年  月  日  ～    年  月  日 設置等計画に関する事項 

設置規制区域内に 設置する理由  設置許可基準を満たすために講ずる措置  設置工事着手予定年月日 年  月  日 設置工事完了予定年月日 年  月  日 運転開始予定年月日 年  月  日 施設廃止予定年月日 年  月  日 関係法令の手続状況  維持管理等計画  設置等計画の公表方法  太陽光発電施設の構造  環境に及ぼす影響についての調査等  地域住民等への説明等状況  担当者 所属・氏名  連絡先 TEL: E-mail:  



第２号様式（第１０条関係） 変更許可申請書                                     年   月   日  奈良県知事 殿                    申請者 住所                        氏名                           （法人にあっては、主たる事務所の所在地、  名称及び代表者の氏名）                        電話番号                               奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例第１１条第１項の規定により、変更の許可を申請します。  １ 設置許可の概要 許可年月日及び許可番号 年   月   日 奈良県指令     第      号 太陽光発電施設の設置の場所 （土地の地番は、全筆記入すること。）   ２ 変更の事項、内容及び理由並びに設置等許可基準を満たすために講ずる措置 変更事項   
変更内容 変更前 変更後   変更理由  設置等許可基準を満たすために講ずる措置   ３ その他 環境に及ぼす影響についての調査等 ☐調査あり     ☐調査なし 関係法令の手続状況 ☐手続あり     ☐手続なし 地域住民等への説明 ☐説明あり     ☐説明なし  地域住民等への説明を行わない場合は、その理由を記入  設置等計画の変更 ☐変更あり     ☐変更なし 担当者 所属・氏名  連絡先 TEL: E-mail: 事務処理欄※ 備考 １ 変更事項、変更内容及び変更理由は、変更のある項目について記入すること。    ２ ※印のある欄は、記入しないでください。 

 



第３号様式（第１０条関係） 軽微変更届出書                                    年   月   日  奈良県知事 殿                   届出者 住所                       氏名                          （法人にあっては、主たる事務所の所在地、 名称及び代表者の氏名）                       電話番号                             奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例第１１条第３項の規定により届け出ます。  １ 設置許可の概要 許可年月日及び許可番号 年  月  日 奈良県指令     第     号 太陽光発電施設の設置の場所 （土地の地番は、全筆記入すること。）   ２ 変更の事項、内容及び理由 項目 変更前 変更後 
変更事項 

設置許可を受けた者の 氏名及び住所 （法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） （注１）   施設区域の範囲   太陽光発電施設の出力等   太陽電池モジュール等   その他の変更  変更の理由   ３ その他 関係法令の手続状況 ☐手続あり     ☐手続なし 担当者 所属・氏名  連絡先 TEL: E-mail: 事務処理欄（注２） 注１ 太陽光発電施設の譲受け等により地位が承継された場合の設置許可を受けた者の氏名等の変更は、この届出によることなく、地位の承継届出書（第８号様式）を提出しなければなりません。 注２ 事務処理欄は、記入しないでください。 



第４号様式（第１１条関係） 工事着手届出書                                    年   月   日   奈良県知事 殿                    届出者 住所                       氏名                          （法人にあっては、主たる事務所の所在地、 名称及び代表者の氏名）                       電話番号  次のとおり太陽光発電施設の設置に係る工事に着手しますので、奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例第１２条の規定により届け出ます。  許可年月日 年   月   日 許可番号 奈良県指令      第       号 太陽光発電施設の設置の場所 （土地の地番は、全筆記入すること。）  設置工事着手年月日 年   月   日 設置工事完了予定年月日 年   月   日 
施工業者 

住所 （法人にあっては、主たる事務所の所在地）  氏名 （法人にあっては、名称及び代表者氏名）  電話番号  責任者氏名  緊急連絡先  担当者 所属・氏名  連絡先 TEL: E-mail: 事務処理欄※  備考 ※印のある欄は、記入しないでください。 



第５号様式（第１１条関係） 工事完了届出書                                    年   月   日   奈良県知事 殿                    届出者 住所                       氏名                          （法人にあっては、主たる事務所の所在地、 名称及び代表者の氏名）                       電話番号  次のとおり太陽光発電施設の設置に係る工事が完了しましたので、奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例第１２条の規定により届け出ます。  許可年月日 年   月   日 許可番号 奈良県指令     第       号 設置工事完了年月日 年   月   日 運転開始予定年月日 年   月   日 太陽光発電施設の設置の場所 （土地の地番は、全筆記入すること。）   工事期間中の事故・苦情等の有無 ☐有      ☐無  有の場合その内容及び講じた措置  
担当者 所属・氏名  連絡先 TEL: E-mail: 事務処理欄※ 備考 ※印のある欄は、記入しないでください。 



第６号様式（第１１条関係） 工事中止届出書                                    年   月   日   奈良県知事 殿                    届出者 住所                       氏名       （法人にあっては、主たる事務所の所在地、           名称及び代表者の氏名）                       電話番号                         次のとおり太陽光発電施設の設置に係る工事を中止しますので、奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例第１２条の規定により届け出ます。  許可年月日 年   月   日 許可番号 奈良県指令     第       号 工事中止年月日 年   月   日 工事再開予定年月日 年   月   日 太陽光発電施設の設置の場所 （土地の地番は、全筆記入すること。）  
工事を中止する理由  

工事中止に当たって講ずる措置  
担当者 所属・氏名  連絡先 TEL: E-mail: 事務処理欄※ 備考 ※印のある欄は、記入しないでください。  



第７号様式（第１１条関係） 工事再開届出書                                    年   月   日   奈良県知事 殿                   届出者 住所                       氏名       （法人にあっては、主たる事務所の所在地、 名称及び代表者の氏名）                       電話番号  次のとおり太陽光発電施設の設置の工事を再開しますので，奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例第１２条の規定により届け出ます。  許可年月日 年   月   日 許可番号 奈良県指令     第       号 太陽光発電施設の設置の場所 （土地の地番は、全筆記入すること。）  工事再開年月日 年   月   日 工事完了予定年月日 年   月   日 工事を再開する理由  
施工業者 

住所 （法人にあっては、主たる事務所の所在地）  氏名 （法人にあっては、名称及び代表者氏名）  電話番号  責任者氏名  緊急連絡先  担当者 所属・氏名  連絡先 TEL: E-mail: 事務処理欄※  備考 ※印のある欄は、記入しないでください。 



第８号様式（第１２条関係） 地位の承継届出書                                    年   月   日   奈良県知事 殿                   届出者 住所                       氏名       （法人にあっては、主たる事務所の所在地、 名称及び代表者の氏名）                       電話番号  奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例第１３条 ☐第１項 の規定による地位 ☐第２項 の承継をしたので、次のとおり届け出ます。  許可年月日及び許可番号   年  月  日 奈良県指令     第      号 太陽光発電施設の設置の場所 （土地の地番は、全筆記入すること。）  被承継者 住所 （法人にあっては、主たる事務所の所在地）  氏名 （法人にあっては、名称及び代表者氏名）  
承継者 

住所 （法人にあっては、主たる事務所の所在地）  氏名 （法人にあっては、名称及び代表者氏名）  電話番号  担当者名  緊急連絡先  メールアドレス  施設承継年月日 年  月  日 承継する理由  維持管理等計画の公表方法  関係法令の手続状況 ☐手続あり    ☐手続なし 地域住民等への説明状況 ☐説明あり    ☐説明なし  地域住民等への説明を行わない場合はその理由を記入  設置等計画 ☐変更あり    ☐変更なし 事務処理欄※ 備考 ※印のある欄は、記入しないでください。 



第９号様式（第１３条関係） 事故等報告書                                    年   月   日   奈良県知事 殿                   報告者 住所                       氏名       （法人にあっては、主たる事務所の所在地、   名称及び代表者の氏名）   電話番号  奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例第１４条第３項の規定により、次のとおり報告します。  許可年月日及び許可番号  年  月  日 奈良県指令    第      号 太陽光発電施設の設置の場所 （土地の地番は、全筆記入すること。）  事故・災害等発生日時 年  月  日      時    分 事故・被災の原因・内容  
周辺地域への影響  

応急対応・復旧等の状況  
事故等対応担当者 住所  氏名  電話番号  FAX 番号  メールアドレス  復旧等完了年月日 年    月    日 ☐完了済    ☐完了予定 事務処理欄※ 備考 １ 「許可年月日及び許可番号」の欄には、事故等の報告の対象となる太陽光発電施設の設置許可の許可年月日と許可番号を記載すること。  ２ 「復旧完了年月日」の欄は、対応が完了している場合は「完了済」の□にレ印を、現在対応中で完了見込みの場合は「完了予定」の□にレ印を付すこと。 



第１０号様式（第１４条関係）  （表）                  （裏）  奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例（抜粋）   （報告の徴収及び立入検査） 第１８条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、設置等許可を受けた者に対し、太陽光発電施設の設置の状況その他の必要な事項に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に設置等許可を受けた者の事務所、太陽光発電施設その他の関係場所に立ち入らせ、太陽光発電施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 ２ 前項の規定により立入検査を行う職員は、その権限を有する者であることを示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 ３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。  

第   号  身分証明書 所属 職名 氏名 上記の者は、奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例（令和５年３月奈良県条例第４２号）第１８条第１項の規定による立入検査を行う職員であることを証明する。        年  月  日発行        奈良県知事           印 
写真 


